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中部運輸局では、10 月22 日から23 日の間、金山総合駅連絡橋で開催されるイベント「自

動車なんでも無料相談所」内のブースにおいて、今年７月から新たなルールが始まった電動キ

ックボードについて、車両展示を行い、適正な使用に係る周知・啓発を行いますので、お知ら

せします。 

なお、このイベントは、健全なクルマ社会の発展に寄与すべく、愛知運輸支局等の関係機関

及び自動車関係団体の協力の下、例年、一般社団法人愛知県自動車会議所が主催しているもの

で、その中で、自動車ユーザーが日頃から抱いているクルマに関する疑問･質問について、各分

野の専門家が無料で相談に応じるほか、様々な催し物がございますので、ぜひお気軽にお立ち

寄りください。 

 

＜第１６回自動車なんでも無料相談所＞ 

１．日 時：令和５年１０月２２日（日）１０：３０～１６：００ 

１０月２３日（月）１０：００～１６：００ 

 

２．場 所：金山総合駅連絡橋イベント広場 

 

３．主 催：(一社)愛知県自動車会議所 

 

４．後 援：中部運輸局愛知運輸支局 

      (独)自動車技術総合機構中部検査部 

軽自動車検査協会愛知主管事務所 

愛知県                       

 

 

 

 
 
 
 

中部運輸局自動車技術安全部 

   管理課  山内、吉川 

  技術課  横山、杉田 

   ℡ ０５２－９５２－８０４１   

電動キックボードの適正使用等についてブースを出展します 

「自動車なんでも無料相談所」＠金山総合駅の開催 

 

 

図：啓発用チラシ・ポスター 

写真：昨年の風景 

【相談所に関する問い合わせ先】 

（一社）愛知県自動車会議所 

熊谷、石井 

℡ ０５２－８８１－１５０１ 
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特定小型原動機付
自転車っ てなに？

令和５ 年７ 月１ 日から 、 一定の要件を 満たす電動キッ ク ボード 等は、

特定小型原動機付自転車と し て、 新たな交通ルールが適用さ れます。

新し い

車両区分

Q�特定小型原動機付自転車と は？

Q�誰が乗れる の？

最高速度　 　   ��k m /h 以下

��歳以上であれば、 免許証が無く ても 乗るこ と が可能です。

Q�ど こ を 走れる の？
・ 車道を通行し なければなり ません。

・ 自転車道も 通行するこ と ができ ます。

Q�利用する にはど う すれば？
公道を 走行するに当たっ ては、

　 車両が道路運送車両の保安基準に適合し 、

　 ナン バープ レ ート を 取り 付け、

　 自賠責保険（ 共済） に加入し なければなり ま せん。（ 裏面）

定格出力　 　   .��k W 以下

車体の大き さ   長さ .��m 以下 / 幅 .��m 以下

など※要件を 満たさ ないも のは、 車両形状等にかかわら ず令和５ 年７ 月１ 日以降も 引き 続き 、
その車両区分（ 一般原動機付自転車又は自動車） に応じ た法令の規定が適用さ れます。

�

�

�



・ 基準を 満たし ていない場合は公道を 走れません。

・ 基準適合を 確認し たも のには製造時に性能等確認済シールが貼ら れま す。

・ 所有者は、 加入時に配布さ れる ステッ カ ーを

　 ナン バープ レ ート に貼り 付けてく ださ い。

・ 運行の際は加入時に配布さ れる 証明書を 携行し てく ださ い。

【 性能等確認を 受けた車両型式の情報等はこ ち ら 】
h t tp s: //w w w . m l i t . g o . j p /j i d o sh a /j i d o sh a _ f r _ . h tm l� ������

【 自賠責保険（ 共済） の詳細はこ ち ら 】
h t tp s: //w w w . m l i t . g o . j p /j i d o sh a /j i b a i sek i /a b o u t/i n d ex . h tm l

【 警察庁　 ウェ ブサイ ト 　 特設ページ】
h t tp s: //w w w . n p a . g o . j p /b u r ea u /tr a c/a n zen /to k u te i k o g a ta . h tm lffi

【 保安基準不適合車両を 見つけた場合の情報提供窓口はこ ち ら 】
h t tp s: //w w w . m l i t . g o . j p /j i d o sh a /ca r i n f/r cl /h o t l i n e . h tm l

保安基準への適合が必要です！�

自賠責保険（ 共済）への加入が義務付けら れています！

�

・ 所有者は、 市区町村へ軽自動車税の申告を し 、

   ナン バープ レ ート を 取り 付けてく ださ い。

・ 手続の詳細については、 申告先の市区町村にお尋ねく ださ い。

ナン バープレ ート が必要です！

交通ルールの詳細はこ ち ら

�

■主な基準項目 ■シールの様式

ヘッ ド ラ イ ト

ウイ ンカ ー

後部反射器

走行安定性

スピード リ ミ ッ タ ー

テールラ ンプ、
ブレ ーキラ ンプ

ブレ ーキ

ク ラ ク ショ ン

バッ テリ ーの安全性

最高速度表示灯（ 緑色）
※

※車道等では点灯、歩道では点滅

車両型式情報 情報提供窓口

自賠責保険（ 共済）

通常の原付よ り も 小型化！

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr_.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/index.html
https://www.npa.go.jp/bureau/trac/anzen/tokuteikogata.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html

